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１ 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、平成26年３月７日開催の取締役会において、SMBC Nikko Capital Markets Limitedを割当予定先とする第

三者割当による2018年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち

社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。）の発行について決議し、金融商品取引法第24

条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項及び同条第２項第２号の規定に基づき、平成26

年３月７日付で臨時報告書を提出しておりますが、同臨時報告書の記載事項のうち未定であった事項が決定されまし

たので、金融商品取引法第24条の５第５項において準用する同法第７条第１項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報

告書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

訂正箇所は       罫で示してあります。

　

ロ 本新株予約権付社債に関する事項

(ⅶ) 本新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

(ハ) 当初転換価額

（訂正前）

転換価額は、当初、当社の代表取締役社長竹添昇が、当社の取締役会による授権に基づき、本新株予約権付

社債に関して当社とSMBC Nikko Capital Markets Limitedとの間で締結される買取契約書の締結直前の東京

証券取引所における当社普通株式の終値の110％以上で、ユーロ市場における投資家の本新株予約権付社債

に係るオプションの需要状況及びその他の市場動向等を勘案して決定する。

（訂正後）

転換価額は、当初、2,239円とする。

　

ル 第三者割当の場合の特記事項

（訂正前）

(1) 割当予定先の状況

（中略）

ｄ．割り当てようとする株式の数

本新株予約権の目的となる株式の数は、同一の新株予約権者により同時に行使された本新株予約権に係る本

社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数とする。

本新株予約権の全てが平成26年３月６日現在の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の

110％を転換価額として行使された場合に交付される株式の数は16,438,000株となる。

（中略）

(3) 発行条件に関する事項

（中略）

② 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

本新株予約権付社債の発行により発生する潜在株式数は、平成26年３月６日現在の東京証券取引所における

当社普通株式の普通取引の終値の110％を当初転換価額として計算した場合、平成26年３月６日現在の当社の

普通株式の発行済株式総数228,445,350株の7.20％となり、本新株予約権付社債の普通株式への転換が進んだ

場合１株あたりの株式価値の希薄化が生じる。

（中略）
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(5) 第三者割当後の大株主の状況

氏名又は名称 住所
所有
株式数
（千株）

総議決権数
に対する
所有議決権
数の割合
（％）

割当後の
所有株式数
(千株）

割当後の
総議決権数
に対する
所有議決権
数の割合
（％）

日本マスタートラスト信託銀
行株式会社（信託口）

東京都港区浜松町
２丁目11－３

17,641 8.89 17,641 8.21

SMBC Nikko Capital Markets
Limited（注４）

One New Change, London
EC4M 9AF

― ― 16,438 7.65

日本トラスティ・サービス信
託銀行株式会社（信託口)

東京都中央区晴海
１丁目８－11

10,801 5.44 10,801 5.03

株式会社百十四銀行
香川県高松市亀井町
５－１

8,287 4.18 8,287 3.86

明治安田生命保険相互会社
東京都千代田区丸の内２丁
目１－１

7,354 3.71 7,354 3.42

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
東京都千代田区丸の内２丁
目７－１

7,326 3.69 7,326 3.41

日本生命保険相互会社
東京都千代田区丸の内１丁
目６－６

6,266 3.16 6,266 2.92

農林中央金庫
東京都千代田区有楽町１丁
目13－２

5,926 2.99 5,926 2.76

日本興亜損害保険株式会社
東京都千代田区霞が関３丁
目７－３

4,990 2.51 4,990 2.32

株式会社三井住友銀行
（注４）

東京都千代田区丸の内１丁
目１－２

4,650 2.34 4,650 2.16

計 ― 73,241 36.91 89,679 41.74
 

(注)

（中略）

３．「割当後の所有株式数」は、平成26年３月６日現在の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終

値の110％を転換価額として本新株予約権付社債が全て転換された場合に交付される株式（以下「当初転換

価額での割当株式」という。）の数に「所有株式数」に記載した株式数を加算した数を記載している。ま

た、「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、「割当後の所有株式数」に係る議決権の数

を、「総議決権数に対する所有議決権数の割合」の算出に用いた総議決権数に当初転換価額での割当株式に

係る議決権の数を加えた数で除して算出している。

（後略）

　

（訂正後）

(1) 割当予定先の状況

（中略）

ｄ．割り当てようとする株式の数

本新株予約権の目的となる株式の数は、同一の新株予約権者により同時に行使された本新株予約権に係る本

社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数とする。

本新株予約権の全てが当初転換価額で行使された場合に交付される株式の数は13,398,000株となる。

（中略）

(3) 発行条件に関する事項

（中略）

② 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

本新株予約権付社債の発行により発生する潜在株式数は、平成26年３月10日現在の当社の普通株式の発行済

株式総数228,445,350株の5.86％となり、本新株予約権付社債の普通株式への転換が進んだ場合１株あたりの

株式価値の希薄化が生じる。

（中略）
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(5) 第三者割当後の大株主の状況

氏名又は名称 住所
所有
株式数
（千株）

総議決権数
に対する
所有議決権
数の割合
（％）

割当後の
所有株式数
（千株）

割当後の
総議決権数
に対する
所有議決権
数の割合
（％）

日本マスタートラスト信託銀
行株式会社（信託口）

東京都港区浜松町
２丁目11－３

17,641 8.89 17,641 8.33

SMBC Nikko Capital Markets
Limited（注４）

One New Change, London
EC4M 9AF

― ― 13,398 6.33

日本トラスティ・サービス信
託銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海
１丁目８－11

10,801 5.44 10,801 5.10

株式会社百十四銀行
香川県高松市亀井町
５－１

8,287 4.18 8,287 3.91

明治安田生命保険相互会社
東京都千代田区丸の内２丁
目１－１

7,354 3.71 7,354 3.47

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
東京都千代田区丸の内２丁
目７－１

7,326 3.69 7,326 3.46

日本生命保険相互会社
東京都千代田区丸の内１丁
目６－６

6,266 3.16 6,266 2.96

農林中央金庫
東京都千代田区有楽町１丁
目13－２

5,926 2.99 5,926 2.80

日本興亜損害保険株式会社
東京都千代田区霞が関３丁
目７－３

4,990 2.51 4,990 2.36

株式会社三井住友銀行
（注４）

東京都千代田区丸の内１丁
目１－２

4,650 2.34 4,650 2.20

計 ― 73,241 36.91 86,639 40.90
 

(注)

（中略）

３．「割当後の所有株式数」は、当初転換価額で本新株予約権付社債が全て転換された場合に交付される株式

（以下「当初転換価額での割当株式」という。）の数に「所有株式数」に記載した株式数を加算した数を記

載している。また、「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、「割当後の所有株式数」に係

る議決権の数を、「総議決権数に対する所有議決権数の割合」の算出に用いた総議決権数に当初転換価額で

の割当株式に係る議決権の数を加えた数で除して算出している。

（後略）

以上
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